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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
五
年
九

月
二
十
五
日

羽
村
市
小
作
台

二
丁
目
十
一
番

四
の
一
部

延
長一

六
・
三
九

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
二
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
ト
ゥ
エ
ル
ヴ

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

渡
邉

一
樹

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
鷹
市
上
連
雀
二
丁
目
二
番
十
六
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
三
八
三
九
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
元
年
八
月
二
十
三
日

二

処
分
年
月
日

令
和
五
年
九
月
三
十
日

三

処
分
内
容

免
許
の
取
消
し

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
七
号

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
七
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
七
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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東
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委
員
会
告
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三
十
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政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
七
日

東
京
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選
挙
管
理
委
員
会
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十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
七
日

東
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
七
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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